
令和6年度 オンデマンドで弁理士から学ぶ

知財総合講座

講座配信期間

受講対象者

青森県内の中小企業、自治体、各種団体の
担当者及び学生など
（受講後、アンケートに御協力いただける方）

本講座に関するお問い合わせ先 業務担当：佐藤 学

青森市長島1丁目1-1 青森県庁北棟1階 青森県知的財産支援センター内

TEL : 017-762-7351 / FAX : 017-762-7352 / E-mail : aomoipc1@jomon.ne.jp

あなたのビジネスを守り競争力を高める
知的財産の基礎知識を身につけましょう！

こんな方におすすめ

カリキュラム

定員
50名

（先着順）

講 師

受講料とテキスト代

お申込から受講までの流れ

令和6年6月3日（月）～
令和7年1月31日（金）17時まで

※ 知的財産管理技能検定3級テキストを
お申込み住所へ送付いたします。

HP（ https://www.aomori-ipc.jp/2024kouza/）より申込フォームへ必要事項
をご入力 ➤ ご登録メールアドレスへ詳細が配信されます。

三浦特許商標事務所

所長・弁理士 三浦 誠一 氏

1部 特許法、実用新法案
2部 意匠法、商標法
3部 条約、著作権法
4部 そのほか知的財産に関する法律

（不正競争防止法、民法、独占禁止法、種苗法、弁理士法、まとめ）
※知的財産管理技能検定3級テキスト改訂14版に対応

初心者向け

・商品名や店舗名を考えたけど
何をしたらいいの？

・知財って何だろう？

・ビジネスを拡大していく上で
気を付けるポイントは？

無料 青森市・弘前市・八戸市で

受検できるようになりました。

国家試験知的財産管理技能検定

主催：青森県 / 実施事業者：一般社団法人青森県発明協会


